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平成２９年１１月１０日付け諮問第３号により諮問があったこのことについて、下

記のとおり答申いたします。 

 

記 

 

 １ 那珂市公共下水道事業未計画地区を含めた今後の整備の方向性について 

 

（１） 第１次整備優先地区第Ⅱ期整備区域について 

 

現時点においては、新たに事業区域面積を拡大せずに、事業期間の延長

等の変更を行い、速やかな概成に向けて引き続き整備を行うことが適当と

思われる。 

 

（２） 未計画地区について 

 

未計画地区の汚水処理は、汲み取り槽及び単独処理浄化槽から合併処理

浄化槽への転換を速やかに進めることが必要である。そのうえで、未計画

地区内で公共下水道の整備を行う際には、区域をさらに細分化し、整備後

も安定して汚水処理を行うことができる経営が可能かどうか十分な予測

を行ったうえで、区域ごとに判断することが適当と思われる。 

 

 

  



 

２ 理 由 

 

（１） 第１次整備優先地区第Ⅱ期整備区域について 

 

平成２５年度に事業計画を策定した第１次整備優先地区第Ⅱ期整備区

域（３２７．１ｈａ、平成２６～３０年度）を含めた事業区域面積（１７

１０．６ｈａ）1に対する平成２８年度末の整備済み面積（１３１５．０ｈ

ａ）の比率である整備率は７６．９％に留まっている2。 

また、東日本大震災の復旧工事によりおおむね５年程度の整備遅延が生

じており、現事業区域内の整備概成には、今後１０年程度を要する状況で

ある。 
 
このため、現時点においては、新たに事業区域面積を拡大せずに、事業

期間の延長等の変更を行い、速やかな概成に向けて引き続き整備を行うこ

とが適当と思われる。 

 

（２） 未計画地区について 

 

現在の全体計画に基づき、未計画地区の約４，７００世帯について、公

共下水道を整備するとした場合に想定される管渠延長は１１６．２キロで

あり、過去の単価をもとに仮試算した場合の事業費は約１３４．２億円と

想定される。 

また、今回の未計画地区の生活排水に関するアンケートの結果により、

同地区の約６８％の世帯がすでに合併処理浄化槽を使用しており、汲み取

り槽または単独処理浄化槽を使用している世帯は約２５％であると考え

られる。同アンケートからは、今後の汚水処理の方向性について、合併処

理浄化槽の維持管理経費を軽減する施策よりも、時間がかかってでも公共

下水道そのものを求める意見や、合併処理浄化槽の処理水の放流先の確保

を求める意見など、抜本的な排水先の確保を求める意見が多数を占めてい

ると判断することができる3。 

しかし、仮に未計画地区について公共下水道を整備することとした場合

には、概成までに約２０年を要すると考えられ、その間の未計画地区の世

                         
1 那珂市「那珂久慈流域下水道関連那珂市公共下水道の概要」（『那珂久慈流域下水道関連那珂市

公共下水道事業変更計画説明書』ｐ1～4）、平成 26 年 3月 

 
2 那珂市公共下水道供用開始面積の推移について（総務省「地方公営企業決算状況調査」に報告

した数値をもとに作成） 

 
3 那珂市公共下水道事業審議会「「生活排水に関するアンケート」集計結果の概要について」第 23

回審議会資料、平成 29年 11 月 



 

帯数の減少をはじめ、経済状況の変化や国庫補助制度の改正など、収益見

通しの不確定要素が多数見込まれるところである4。 
 
国は、平成３８年度までに汚水処理人口普及率を９５％以上とする目標

値を掲げており、未計画地区においても可能な限り短期間で汚水処理を行

うことができるよう取組みを進めていくことが必要である5。しかし、未計

画地区は、公共下水道による整備では結果的に概成までに長期間を要する

ことを考慮すれば、特に汲み取り槽及び単独処理浄化槽から合併処理浄化

槽への転換を重点的に推進することが求められる。 

しかし、短期間のうちに生活排水処理を可能とする合併処理浄化槽の転

換を、未計画地区全域で現状の施策のまま推進したとしても、平成５年度

から合併処理浄化槽設置補助事業を実施している中で、平成１９年度をピ

ークに減少していることを考えれば、今後新たに汲み取り槽・単独処理浄

化槽から合併処理浄化槽に転換されるかたは限定されることと思われる。 

したがって、未計画地区については、速やかに「浄化槽台帳」を整備し、

汚水処理の状況及び課題を適切に把握し、適切に汚水処理を行うことがで

きるよう支援していく体制を整備することが必要である6。そのうえで、合

併処理浄化槽の維持管理費の負担軽減策7や、必要に応じて処理水放流のた

めの側溝等の整備の検討を引き続き行うべきであると考えられる。 
 
一方で、未計画地区であっても人口密度が高い等の理由により比較的短

期間に概成可能であり、かつ、十分な収益が見込める地区については、公

共下水道の整備による汚水処理を行うことも引き続き検討すべきである。

ただし、未計画地区のうち公共下水道の整備を行う区域を選定する際には、

                         
4 公共下水道事業・農業集落排水整備事業・浄化槽の比較検討については、那珂市公共下水道事

業審議会「公共下水道等の整備に係る現状と課題について」（第 20 回審議会資料、平成 28 年

10 月）等において、各方法の収支状況・汚水処理人口普及状況・有収水量・一般会計からの繰

出金等の比較等により検討を進めた。 

 
5 国土交通省・農林水産省・環境省「持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想策定

マニュアル」（平成 26年 1 月）には、平成 24 年度末の全国の汚水処理人口普及率が 88％を超

えたことを踏まえ、中期（10 年程度）での早期整備と共に、長期（20～30 年）での持続的な汚

水処理システム構築を目指す旨が示されている。このなかでは、集合処理及び個別処理の比較

のほか、集合処理区域同士の接続についても比較検討することが例示されている。 

 
6 環境省廃棄物対策課浄化槽推進室「浄化槽台帳システムの整備導入マニュアル 第２版」（ｐ1

～22、平成 27年 3月）には、浄化槽台帳は浄化槽の適正な設置及び維持管理の確保を目的とす

るだけではなく、生活排水処理計画の見直しに活用するために既存の下水道台帳との連携を行

うことが例示されている。 

 
7 環境省廃棄物対策課浄化槽推進室「市町村浄化槽整備計画策定マニュアル＜官民連携による浄

化槽の積極的な普及促進に向けて＞」（ｐ1～25、平成 26 年 2 月）には、整備手法別（個人設置

型及び市町村設置型）の課題と対策例が例示されている。 



 

実際に必要となる管渠等の施設の見通しや、使用が見込まれる世帯数等の

状況を適切に把握するほか、将来の国庫補助制度などの改正の見通しも踏

まえ、整備後も安定して汚水処理を行うことができる経営が可能かどうか

を把握し、判断していくことが必要である。 
 
このため、未計画地区の汚水処理は、汲み取り槽及び単独処理浄化槽か

ら合併処理浄化槽への転換を速やかに進めることが必要である。そのうえ

で、未計画地区内で公共下水道の整備を行う際には、区域をさらに細分化

し、整備後も安定して汚水処理を行うことができる経営が可能かどうか十

分な予測を行ったうえで、区域ごとに判断することが適当と思われる。 

 

 


